
文京区議会情報通信端末使用基準 新旧対照表 

改正後（案） 現行 

（趣旨） 

第１条 この基準は、文京区議会における情報通信端末（議会が貸

与したものに限る。以下「貸与端末」という。）及び会議システ

ムの使用に関して、必要な事項を定めるものとする。 

第２条～第３条 （略）  

（会議システム） 

第４条 会議システムは、アカウントを持つ使用者でなければ使用

してはならない。 

（削る） 

２ 会議システムを使用するときは、使用者はパスワードを入力す

るものとし、パスワードの管理は、適正に行わなければならない。 

３ 議員が所有するパソコン・タブレット端末等（以下「議員所有

情報通信端末」という。）を利用し、会議システムを使用する場

合は、議員所有情報通信端末の会議システム使用届（別記様式第

一号）を議長に提出しなければならない。 

第５条～第９条 （略） 

（事故があった場合の対応） 

第 10条 使用者は、貸与端末について、紛失等があった場合は、

貸与端末の紛失・盗難・破損・故障届（別記様式第二号）を速や

かに議長に提出しなければならない。 

２ 使用者は、貸与端末がウイルス感染した又は個人情報等の漏え

いがあった場合は、貸与端末におけるウイルス感染等届（別記様

式第三号）を速やかに議長に提出しなければならない。 

３～４ （略）   

第 11条～第 12条 （略）  
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改正後（案） 現行 
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